
 

 

令和４年９月６日 

危 機 管 理 部 

 

在宅避難の推進及び在宅避難者支援の強化に向けた取り組みについて 

 

１ 主旨 

区は、新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化や、本年５月に公表され

た首都直下地震等による新たな東京都の被害想定を踏まえ、区民に積極的な在宅避難を促

すため、在宅避難者に対する電力や物資の提供体制の整備に取り組むこととしている。 

今般、これらの取り組みの内容を取りまとめたので、報告をする。 

２ 背景 

この間の新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化をはじめ、社会情勢は

大きな変化を見せている。また、都は、最新の知見等を踏まえた首都直下地震等による東

京の被害想定を新たに行い、その内容について本年５月２５日に公表した。 

これを受け、区は、社会情勢の変化や新たな被害想定を踏まえ、大規模地震への備えを

より確実なものとするため、指定避難所運営の見直し等に取り組むこととし、その内容を

５月２７日の特別委員会において報告したところである。 

指定避難所は、災害対策基本法（第４９条の７）の規定に基づき、「避難のための立退

きを行った居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の

場所を確保することが困難な被災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施

設」として区長が指定した施設であり、発災直後の緊急の避難者の受け入れや、災害によ

り家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させる役割を担うものである。しかしなが

ら、都の新しい被害想定において示された避難者数の予測や、これまでの各地での発災時

の状況を踏まえると、真に指定避難所の生活を必要とする者に限らず、収容可能人数を大

幅に超える数の避難者が指定避難所に来るものと想定され、過密な状況となることから、

適切な避難所運営が困難となることが懸念されている。 

 

※令和 4 年 9月 6日当委員会報告(指定避難所運営の見直しの進捗状況について)における報告数値 

３ 課題 

倒壊などの危険がなく安全が確保されている住居等がある者は、緊急的な避難を除き指

定避難所へ避難する必要はなく、その住居にとどまること（在宅避難）が原則となる。避

難者多数による指定避難所の密集を回避し、適切な運営を図るためにも、できるだけ早い

段階で在宅避難への切り替えを促す必要がある。このために、以下の課題について早急に

取り組みを進める。 

避難生活者等 発災１日後 ４日～１週間後 １か月後 

区の避難者生活者数※  177,989  252,337  174,580 

 うち避難所避難者数※  151,290  168,224 52,374 

参考：平成 24 年被害想定に基づく避難所避難者数 157,553  （想定なし） （想定なし） 

＜参考＞ 
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（１）地区ごとに被害状況が異なり、インフラ等の途絶期間も地区ごとに異なることなどが

想定され、こうした状況に柔軟に対応し、適切に在宅避難者を支援するための体制整

備が求められる。 

（２）積極的な在宅避難を促すうえでは、在宅避難者への支援体制が整えられていることを

あわせて周知し、在宅避難を選択した場合でも支援が受けられる安心感を与えること

が重要であると考えられる。 

（３）震災の際は、必ず指定避難所に行かなければならないという認識が区民に浸透してい

る状況を踏まえ、より一層効果的な周知、啓発活動を展開する必要がある。 

 

４ 在宅避難の推進及び在宅避難者支援の強化に向けた具体の取り組み 

（１）在宅避難者の支援体制の整備 

   区民に積極的な在宅避難を促すため、在宅避難者を支援するための体制を以下のとお

り整備する。 

① 在宅避難者に対する震災時の電力提供体制の整備 

 ア、目的・事業概要 

・停電が発生した場合、情報収集するためのスマートフォン等の電源の供給を求め

る区民が多数発生することが想定される（都の新しい被害想定では、区内停電率

18.9％×区民約 92万人＝約 17万人に影響が生じるものと想定される）。また、

復旧までに時間を要する場合、在宅で使用している医療機器等の電源についても

家庭で備えている蓄電池で対応しきれない事態になることが想定される。 

・こうしたことを踏まえ、日常から施設管理業務のために委託事業者が常駐し、災

害時の対応について協力が得られるなどの条件を満たした地区会館、区民集会所

において、在宅避難者のための充電スポットを整備する。 

    ・あわせて、指定避難所においても、避難所の避難生活者の充電に供するととも

に、在宅避難を促すにあたり、在宅での避難生活に当面必要となる充電に供する

ため、充電体制の強化を図るものとする。 

    ＜概要＞     

区分 設置場所 運営主体 目的 

指定避難所 

【体制強化】 

指定避難所（全９４か所）の充

電体制を強化 

避難所運営委員

会（ボランティ

ア、ＮＰＯ等） 

避難所の避難生活者の充電

に供するとともに、在宅避

難を促すにあたり、当面の

在宅での避難生活に必要と

なる充電に供する 

充電スポット

【新設】 

(株)世田谷サービス公社に施設

管理業務を委託している地区会

館・区民集会所に充電スポット

を設置（２２か所程度予定） 

施設管理事業者

（(株)世田谷サ

ービス公社） 

在宅避難者のスマートフォ

ン等の充電 
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＜運用イメージ＞     

区分 

発災からの時系列 → 

緊急避難の局面 
発災から４日目以降 

発災直後 発災 72時間以内 

指定避難所 

 

開設・運用（避難所運営委員会） 

 

運用（ＮＰＯ・ボランティア等） 

※避難所の避難生活者の充電に提供 

※在宅避難を促すにあたり、在宅での避難生活に当面必要となる充電に提供 

充電スポット

（地区会館・

区民集会所） 

 開設・運用（(株)世田谷サービス公社） 

 ※在宅避難者に提供  

イ、開始時期 令和５年度（予定） 

   ウ、導入機器 ⅰ）発電機（カセットガス式） 

ⅱ）ポータブル蓄電池及びソーラー充電器 

※機器の選定理由 

・地区ごとの停電状況を踏まえ、不足する地区に集められるよう可搬性のあるもの 

・施設設備の改修を伴わずに即時に配備可能なこと 

   エ、台数  

ⅰ）発電機（カセットガス式）×４４０台 

ⅱ）ポータブル蓄電池及びソーラー充電器（1セット）×１１６台 

※停電の影響を受けると想定される区民等１７万人が１日２時間の充電を必要とすることを想

定し、この台数を配備するものである（440台＝170,000人×2時間（1人あたりの 1日の充

電時間）÷60人（発電機 1台で同時に充電できる人数）÷13時間（1日あたりの充電スポッ

トの稼働時間 9時～22時想定））。 

※燃料となるカセットボンベは、3日間分を備蓄する（各充電スポット、指定避難所のほか広域

用防災倉等に分散配備）。 

※燃料となるカセットボンベの不足に備え、ポータブル蓄電池及びソーラー充電器（満充電時

スマートフォン 360台相当充電可能）を充電スポット１か所につき１台配備する。 

   オ、必要経費（令和５年度当初予算） 

ⅰ）初期経費 １２５，０５２千円 

（内訳）・発電機（カセットガス式） ５３，２４０千円 

               （＠１２１千円×４４０台） 

              ・カセットボンベ ６，０４０千円 

               （＠１７６円×１１，４４０本×３日間） 

※８年間に１回入れ替えが必要 

※カセットボンベ２本で１時間稼働 

※440台×13時間×2本＝11,440本（1日あたりの必要本数） 

・ポータブル蓄電池 ５１，０４０千円 

 （＠４４０千円×１１６台） 
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・ソーラー充電器 １４，７３２千円 

 （＠１２７千円×１１６台） 

ⅱ）経常経費（年間）２，０６２千円 

        （内訳） 発電機の保守点検１，５４０千円（＠７千円×２２０台） 

ポータブル蓄電池の保守点検５２２千円（＠９千円×５８台） 

※毎年全体の半分を点検する（２年に１回点検サイクルとする） 

   カ、広報・周知 

     本件の取り組みについては、積極的な在宅避難の促進につなげるため、今後、各

種の啓発物や防災マップへの掲載等を通じて事前の広報・周知を行うものとする。 

キ、今後の整備方針 

    ・各地区において充電スポットを整備することを目標に、今後、区施設や民間活力

の活用など、多様な手法について検討を進めるものとする。 

    ・また、発災した際においては、他自治体による支援やＮＰＯ・ボランティアの協

力を得ながら、停電の発生状況を踏まえ、柔軟な充電の提供を図るものとする。  

② 在宅避難者に対する震災時の物資支援体制の構築 

    支援を必要とする在宅避難者の把握と、これらの避難者に対するプッシュ型の物資

の提供、指定避難所における物資の配布など、在宅避難者支援を展開するにあたり必

要となる運用体制の構築と人員の確保に取り組む。なお、この取り組みにあたって

は、ボランティア、ＮＰＯ、他自治体応援職員等からの協力も想定し、令和５年度中

の体制の確立を目指す。 

  ③ 集合住宅における在宅避難体制整備支援 

    都の新たな被害想定では、集合住宅のエレベーター停止による避難者が想定に加え

られ、避難生活者数の増加につながっている。これを踏まえ、集合住宅内の自助・共

助の意識を醸成するため、以下の事業について検討を進めていく。 

・防災対策優良マンション認定、防災アドバイザー派遣制度の導入 

・集合住宅の自主防災組織に対する備蓄・防災資機材の整備補助の創設 

※検討に当たっては関係機関・関係者の意見聴取などを行い、令和５年度からの実施

を目指す。 

  ④ 町会・自治会等の防災区民組織に対する震災時の活動支援 

   ア、目的 

支援を必要とする在宅避難者の把握と、これらの避難者に対するプッシュ型の物

資の提供や指定避難所における物資の配布など、在宅避難者支援を展開するにあた

っては、町会・自治会等の防災区民組織との連携が不可欠である。停電が発生した

場合、地区の復旧作業や在宅避難者支援にあたる当該組織の連絡用スマートフォン

の電源が不足し、情報連絡ができずに応急対策への支障や、情報収集ができなくな

る事態が想定されるため、電力確保のためのポータブル蓄電池及びソーラー充電器

の供与を行う。  
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 イ、事業概要 

    震災時の活動を支援するため、町会・自治会等の防災区民組織に対し、ポータブ

ル蓄電池とソーラー充電機器を１セットとして、１組織当たり最大で２セットまで

を現物支給する。なお、この機器の購入にあたっては、都の補助制度を活用するも

のとする（東京都地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金（補助率

1/2））。 

 ウ、実施時期 

    令和４年度中 

エ、必要経費（第３回定例会において補正予算計上） 

 ７３，７３８千円 

・内訳 

(ポータブル蓄電池 @118千円＋ソーラー充電器 @43千円)×2セット×229組織 

  ・特定財源 

東京都地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金（1/2） ３６，８６９千円 

オ、その他 

・１台あたりの蓄電池容量が７２０Ｗ程度の製品を想定しており、これを２台配備

することにより、１日あたりの電力消費量である約１，４００Ｗを賄うことがで

きる。また、ソーラー充電と組み合わせることにより、さらに使用が可能とな

る。 

  参考：１日あたりの使用想定 

      テレビ     1台×10時間  750W 

      パソコン    1台×5時間   250W 

      投光器     1台×3時間   300W 

スマートフォン充電 10台×2時間   100W 

合計              1400W 

・機器の維持管理については各組織において行うものとする。 

    ・既に所持している発電機や蓄電池等との入れ替えも対象とする。 

（２）在宅避難の推進に向けた周知・啓発 

   在宅避難を選択した場合でも支援が受けられる安心感を与えるため、在宅避難者への

区の支援体制の周知を行う。また、各自の在宅避難への備えを推進するため、以下の事

業に取り組む。 

① 区の関連事業と連携しての周知・啓発の展開 

 ・太陽光発電パネルと接続した蓄電池の導入補助事業や家具転倒防止取付支援事業な

どと連携した在宅避難のメリットの周知・啓発活動の展開 ＜随時実施＞ 

・住まいや建築に関する手続き・相談窓口等と連携した在宅避難の普及啓発活動の展

開 ＜随時実施＞  
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・食品ロス削減啓発事業等と連携したローリングストックに関する知識・工夫の周

知・啓発活動の展開 ＜随時実施＞ 

 ・スマートフォン充電用の携帯型小型バッテリーの日常からの使用の推奨 ＜随時実

施＞ など  

② プッシュ型の周知の展開 

・ツイッターやＬＩＮＥ等のＳＮＳを活用し、在宅避難への備え等を含めた防災知識

に関する情報の定期的な配信に取り組む。＜随時実施＞ 

・町会・自治会未加入者や、ＳＮＳの未利用者など、これまでの手法による情報発信

が届きにくい世帯に対する周知・啓発の手法として、在宅避難を推奨するチラシの

全戸配布を行う。（令和５年度実施予定） 

   ・区の広報板や東急世田谷線の駅へのポスター掲示、デジタルサイネージなど様々な

媒体を活用した周知を実施する。 ＜随時実施＞ 

   ・官民連携の取り組みによる周知を実施する。＜随時実施＞ 

  ③ 各家庭での備蓄の推進 

    あっせん価格の減額など備蓄品の購入支援について、令和５年度からの拡大に向け

調整を進める。 

  ④ 好事例（モデル事業）の共有 

一部の地区や町会・自治会等で既に実施している在宅避難の推進に向けた周知・啓

発活動をモデル事業として紹介し、地区ごとの特徴を踏まえた周知・啓発活動を進め

る。＜随時実施＞ 

５ その他 

（１）実施体制の構築について 

   一連の取り組みを進めるにあたっては、各総合支所、まちづくりセンターと連携し、

各取り組みに対する支援や、運用にあたってのバックアップ体制の構築を図るものとす

る。 

（２）今後の都の取り組みとの整合について 

都は新しい被害想定に基づき、様々な検討を進めることとしている。区は、本件の取

り組みを進めつつ、都の対策が明らかになり次第、整合の確認等を行う。そのうえで、

より効率的・効果的な取り組みとなるよう適宜取り組みの内容を見直すものとする。 

６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年１０月  町会・自治会等の防災区民組織へのポータブル蓄電池及びソーラー

充電器の供与希望調査（町会・自治会等の防災区民組織に対する震

災時の活動支援） 

令和５年 ３月  町会・自治会等の防災区民組織へのポータブル蓄電池及びソーラー

充電器の引き渡し 

令和５年 ４月～ 在宅避難者に対する震災時の電力提供体制の整備（指定避難所への

発電機・ポータブル蓄電池及びソーラー充電器の追加配備、充電ス

ポット（地区会館・区民集会所）の整備） 
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策

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
活
用

→
正
し
い
避
難
行
動

（
本
当
に
避
難
が
必
要

な
場
合
な
ど
）
の

知
識
の
普
及

→
在
宅
避
難
者
支
援
の

情
報

・
啓
発
物
の
全
戸
配
布

指
定
避
難
所
の

避
難
者
の
実
態

在
宅
避
難
の
推
進
及
び
在
宅
避
難
者
支
援
の
強
化
に
向
け
た
取
り
組
み
の
概
要

・
プ
ッ
シ
ュ
式
支
援
体
制

・
町
会
自
治
会
の
支
援

・
マ
ン
シ
ョ
ン
対
策
の

遅
れ

指
定
避
難
所
の

実
態

避
難
者
多
数
に

よ
り
過
密
状
態

適
切
な

避
難
所
運
営
が

で
き
な
い

指
定
避
難
所
の

充
電
体
制
の
強
化
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